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○
経
済
産
業
省
令
第
六
号

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力

強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
一
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二

十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
産
業
車
両
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

（
産
業
車
両
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
特
例
）

に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
特
例
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
者
（
以
下
「
新
事
業
活
動
実
施
者
」
と
い
う
。
）
が
、
産
業
車
両
の
燃

る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
事
業
活
動
実
施
者
」
と
い

料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
に
係
る
新
事
業
活

う
。
）
が
、
産
業
車
両
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た

動
計
画
に
従
っ
て
新
事
業
活
動
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
当
該
新
事
業
活

め
の
容
器
に
係
る
新
事
業
活
動
計
画
に
従
っ
て
新
事
業
活
動
を
実
施
す
る

動
計
画
が
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認

に
当
た
り
、
当
該
新
事
業
活
動
計
画
が
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

定
を
受
け
た
新
事
業
活
動
実
施
者
が
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
新
事
業
活
動
実
施
者
が
安
全
を

る
全
て
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
新

確
保
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
当
該

事
業
活
動
実
施
者
が
当
該
新
事
業
活
動
に
お
い
て
使
用
す
る
燃
料
装
置
用

認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
新
事
業
活
動
実
施
者
が
当
該
新
事
業
活
動
に
お

と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

い
て
使
用
す
る
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

当
該
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
を
容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
を
容

年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
第
二
条
第
十
三
号
の
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
第
二
条
第
十

料
装
置
用
容
器
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
条
第
十
号

三
号
の
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
あ
る
の
は
、
「
圧
縮

い
て
、
同
令
第
二
条
第
十
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
」
と
あ
る
の
は
、
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

器
」
と
読
み
替
え
、
同
令
第
八
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
圧
縮
水
素
自
動

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
読
み
替
え
、
同
令
第
八
条
第
四
号
の

車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区
分
を
表
示
す
る
記
号
は
「
Ｖ
Ｈ
１
」
と
す
る
。

二
に
掲
げ
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区
分
を
表
示
す
る
記

一
～
七

［
略
］

号
は
「
Ｖ
Ｈ
１
」
と
す
る
。

一
～
七

［
略
］

（
容
器
再
検
査
の
方
法
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
特
例
）

（
容
器
再
検
査
の
方
法
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
特
例
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
略
］
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（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
製
造
に
係
る
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則

の
特
例
）

第
四
条

新
事
業
活
動
実
施
者
が
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
の
製

［
新
設
］

造
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
許
可
に
係
る
事
業
所
（

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
で
あ
っ
て
、
一
般
高

圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七

条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
従
業
者
が
常
駐
し
な

い
こ
と
を
前
提
と
し
た
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
係
る
新
事
業
活
動
計
画
に
従

っ
て
新
事
業
活
動
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
当
該
新
事
業
活
動
計
画
が
法

第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た

新
事
業
活
動
実
施
者
が
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措

置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
事
業
所
の
製
造

施
設
は
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
当
該
製
造
施
設
に
お
け
る
製
造
の

方
法
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
三
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

み
な
す
。

一

製
造
設
備
の
運
転
中
に
お
い
て
、
従
業
者
が
遠
隔
で
保
安
に
係
る
監

視
を
行
う
た
め
の
監
視
所
（
以
下
「
遠
隔
監
視
所
」
と
い
う
。
）
を
設

け
、
製
造
設
備
の
運
転
状
況
等
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当

該
製
造
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
等
が
正
常
な
条
件
を
逸
脱
し
、
又
は

逸
脱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
遠
隔
監
視
所
に
お
い
て
自
動
的
に

警
報
を
発
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

遠
隔
監
視
所
か
ら
事
業
所
へ
緊
急
時
の
通
報
を
速
や
か
に
行
う
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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三

製
造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す
る
装
置
及
び
自
動
的
に
温
度

の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
に
は
、
遠
隔
監
視
所
に
お
い
て
操
作

す
る
こ
と
の
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
停

電
等
に
よ
り
当
該
措
置
の
機
能
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
情

報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
安
全
管

理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
磁
的
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
通
じ
た
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
活
動
に
よ
る
被
害
の

防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。
）
が
講
じ
ら
れ
、
そ
の
状
態
が

適
切
に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

顧
客
に
自
ら
充
塡
に
係
る
作
業
を
さ
せ
る
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
そ

の
周
辺
に
は
、
顧
客
の
誤
操
作
を
防
止
し
、
安
全
に
当
該
作
業
を
行
う

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

充
塡
可
能
期
限
を
経
過
し
た
容
器
へ
の
充
塡
を
確
実
に
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八

製
造
設
備
の
点
検
は
、
従
業
者
が
巡
回
点
検
に
よ
り
行
う
こ
と
。

九

新
事
業
活
動
実
施
者
は
、
危
害
予
防
規
程
に
お
い
て
、
従
業
者
が
常

駐
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
係
る
保
安
の
確
保

に
関
し
必
要
な
事
項
の
細
目
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
す
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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